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はじめに 

 
 審判手続は、所定の事項を記載した審判請求書の提出により事件が特許庁に

係属し、その後の審理手続きにおいても必要に応じ所定の書面を提出すること

が求められております。 
特許庁においては、審理の円滑かつ効率的な運用を図るため提出された書面

については審理前にあらかじめ規則等で定める方式に適合しているかについて

方式調査（書式等の記載チェック）を行い、方式的に不備がある書面について

は補正が命じられ、方式上適正な書面のみが実体審理に付されることになりま

す。 
 
このテキストは、審判手続における審判請求書等の作成において、方式上留

意すべき点を請求書の記載例などを参考に取り上げ、広くユーザーに周知を図

ることで方式違反として補正を命ずることなく速やかに実体審理が行われ、も

って審理期間の短縮に資することを目的に作成されたものです。 
 
なお、実体的な審判の運用及び請求理由等の記載の仕方については「審判の

現状と運用」に詳しく記載されておりますので、併せてご利用ください。 



 
第１部 審判請求書等様式関係 
１．拒絶査定不服審判 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
   審判請求書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
   手続補正書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 
２．補正却下決定不服審判（意匠・商標）・・・・・・・・・・・・・・・ ２５ 
３．無効審判・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 
４．訂正審判・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 
５．新実用新案登録の訂正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 
６．商標登録取消審判 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９９ 
７．商標登録異議申立  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１１ 
８．判定請求 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７ 
 
第２部 フロー図 
 １．拒絶査定不服審判 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３７ 
２．無効審判 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３８ 
３．商標登録取消審判 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４２ 
４．商標登録異議申立 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４３ 
 
第３部 参考資料 
 １．審判番号通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７ 
２．異議番号通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４７ 
３．審判官及び審判書記官氏名通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・１４８ 

４．審査前置移管通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４８ 

５．審査前置解除通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９ 

６．取下通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４９ 

７．却下処分前通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０ 

８．審理終結通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１ 

※ 審判請求等がなされた場合の特許（登録）原簿への登録例 ・・・・１５２ 
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